
平成１５年（行ケ）第２８６号　特許取消決定取消請求事件（平成１６年１月２１
日口頭弁論終結）
　　　　　　　　　　判　　　　決
　　　　　　　原　　　告　　　　　グンゼ株式会社
              訴訟代理人弁理士　　三　枝　英　二
              同　　　　　　　　　斎　藤　健　治
              同　　　　　　　　　林　　　雅　仁
              同　　　　　　　　　関　　　仁　士
　　　　　　　被　　　告　　　　　特許庁長官　今井康夫
　　　　　　　指定代理人　　　　　野　村　康　秀
　　　　　　　同　　　　　　　　　高　梨　　　操
　　　　　　　同　　　　　　　　　一　色　由美子
              同　　　　　　　　　伊　藤　三　男
　　　　　　　　　　主　　　　文
          　特許庁が異議２００１－７２３０３号事件について平成１５年５月１
３日にした決定を取り消す。
　　　　　　訴訟費用は被告の負担とする。
　　　　　　　　　　事実及び理由
第１　請求
　　　主文と同旨
第２　当事者間に争いのない事実
　１　特許庁における手続の経緯
    (1)　原告は，名称を「ラベル用低温熱収縮性フィルム」とする特許第３１３８
７５４号発明（平成１０年１０月２８日出願〔優先権主張平成９年１２月５日・日
本〕，平成１２年１２月１５日設定登録，以下「本件発明」といい，この特許を
「本件特許」という。）に係る特許権者である。
      　その後，本件特許につき特許異議の申立てがされ，同申立ては，異議２０
０１－７２３０３号事件として特許庁に係属したところ，原告は，平成１４年１０
月８日，本件特許出願の願書に添付した明細書（以下「本件明細書」という。）の
特許請求の範囲の記載等の訂正（以下「本件訂正」という。）を請求した。
      　特許庁は，上記事件につき審理した結果，平成１５年５月１３日，「特許
第３１３８７５４号の請求項１ないし８に係る特許を取り消す。」との決定（以下
「本件決定」という。）をし，その謄本は，同年６月４日，原告に送達された。
    (2)　原告は，本件決定の取消しを求める本訴を提起した後，同年７月２２日，
本件明細書の特許請求の範囲の記載等の訂正をする旨の訂正審判の請求をしたとこ
ろ，特許庁は，同請求を訂正２００３－３９１４８号事件として審理した上，同年
１２月２日，訂正を認める旨の審決（以下「本件訂正審決という。）をし，その謄
本は，同月１６日，原告に送達された。
  ２　本件明細書の特許請求の範囲の記載
  (1)　設定登録時のもの（以下，その明細書を「登録明細書」という。）
      【請求項１】80℃における１方向の熱収縮率Ｙと熱収縮時間ｔ（秒）（１≦
ｔ≦５）との関係を示す相関図において，そのＹ′が，式１と式２とで示される範
囲内にあり，且つ，その熱収縮率Ｙが式３と式４とで示される熱収縮率の範囲内に
ある，少なくとも１層の熱可塑性樹脂を含むラベル用低温熱収縮性フィルム。
      Ｙ′＝－1.05t2＋12.05t （式１）
      Ｙ′＝－0.30t2＋2.90t （式２）
      Ｙ＝－1.05t2＋12.05t＋40 （式３）
      Ｙ＝－0.30t2＋2.90t＋９ （式４）
      （ただし，Ｙ＝at2＋bt＋ｃのとき，Ｙ′＝Ｙ－ｃ＝at2＋btを表す。）
      【請求項２】前記フィルムが熱可塑性ポリエステル系樹脂を含む請求項１に
記載のラベル用低温熱収縮性フィルム。
      【請求項３】前記フィルムが，ポリスチレン樹脂，耐衝撃性ポリスチレン樹
脂，及びグラフトタイプ耐衝撃性ポリスチレン樹脂からなる群から選ばれる少なく
とも１種の樹脂を含む中間層（Ｂ）と，スチレン－ブタジエンブロックコポリマー
を主成分とする樹脂系からなる内外層（Ａ），（Ｃ）とを，（Ａ）／（Ｂ）／
（Ｃ）の順に積層したフィルムである請求項１に記載のラベル用低温熱収縮性フィ
ルム。
      【請求項４】内外層（Ａ），（Ｃ）が，ブタジエン含有量10～40重量％のス



チレン－ブタジエンブロックコポリマー100重量部に，ポリスチレン樹脂を２～
100重量部混合した樹脂系を含む請求項３に記載のラベル用低温熱収縮性フィルム。
      【請求項５】前記中間層（Ｂ）に紫外線吸収剤をさらに含む請求項３又は４
に記載のラベル用低温熱収縮性フィルム。
      【請求項６】250～380nmの波長領域における光線透過率の最大値が25％以下
である請求項１～５のいずれかに記載のラベル用低温熱収縮性フィルム。
      【請求項７】請求項１～６のいずれかに記載のフィルムを，70～84℃でのラ
ベルの熱収縮装置に適した容器に適用する工程，70～84℃で熱収縮する工程を含む
熱収縮性フィルムの装填方法。
      【請求項８】請求項１～６のいずれかに記載のフィルムを容器に熱収縮装着
した包装体。
      （以下，上記請求項１係る発明を，「本件発明１」という。）
　 (2)　本件訂正審決に係るもの（注，訂正部分を下線で示す。なお，この訂正に
より設定登録時の請求項２及び３は削除され，これに伴い設定登録時の請求項４～
８がそれぞれ請求項２～６とされた。）
      【請求項１】80℃における１方向の熱収縮率Ｙと熱収縮時間ｔ（秒）（１≦
ｔ≦５）との関係を示す相関図において，そのＹ′が，式１と式２とで示される範
囲内にあり，且つ，その熱収縮率Ｙが式３と式４とで示される熱収縮率の範囲内に
ある，３層の熱可塑性樹脂からなるラベル用低温熱収縮性フィルムであって，該フ
ィルムがポリスチレン樹脂，耐衝撃性ポリスチレン樹脂，及び熱可塑性エラストマ
ーが添加されたグラフトタイプ耐衝撃性ポリスチレン樹脂からなる群から選ばれる
少なくとも１種の樹脂を含む中間層（Ｂ）と，スチレン－ブタジエンブロックコポ
リマーを主成分とする樹脂系を含む内外層（Ａ），（Ｃ）とを，（Ａ）／（Ｂ）／
（Ｃ）の順に積層したフィルムであり，かつ，中間層（Ｂ）の厚みは全体の厚みの
６５～８５％であるラベル用低温熱収縮性フィルム。
      Ｙ′＝－1.05t2＋12.05t （式１）
      Ｙ′＝－0.30t2＋2.90t （式２）
      Ｙ＝－1.05t2＋12.05t＋40 （式３）
      Ｙ＝－0.30t2＋2.90t＋９ （式４）
      （ただし，Ｙ＝at2＋bt＋ｃのとき，Ｙ′＝Ｙ－ｃ＝at2＋btを表す。）
      【請求項２】内外層（Ａ），（Ｃ）が，ブタジエン含有量10～40重量％のス
チレン－ブタジエンブロックコポリマー100重量部に，ポリスチレン樹脂を２～
100重量部混合した樹脂系を含む請求項１に記載のラベル用低温熱収縮性フィルム。
      【請求項３】前記中間層（Ｂ）に紫外線吸収剤をさらに含む請求項１又は２
に記載のラベル用低温熱収縮性フィルム。
      【請求項４】250～380nmの波長領域における光線透過率の最大値が25％以下
である請求項１～３のいずれかに記載のラベル用低温熱収縮性フィルム。
      【請求項５】請求項１～４のいずれかに記載のフィルムを，70～84℃でのラ
ベルの熱収縮装置に適した容器に適用する工程，70～84℃で熱収縮する工程を含む
熱収縮性フィルムの装填方法。
      【請求項６】請求項１～４のいずれかに記載のフィルムを容器に熱収縮装着
した包装体。
　３　本件決定の理由
    　本件決定は，本件訂正は，特許法１２０条の４第３項において準用する同法
１２６条２項の規定に適合しないので認められないとして，本件発明の要旨を登録
明細書の特許請求の範囲の記載（上記２(1)）のとおり認定した上，登録明細書の発
明の詳細な説明には，当業者が本件発明１を実施できる程度に明確かつ十分な記載
がされていないし，本件発明１の技術上の意義を理解するために必要な事項も記載
されていないから，請求項１～８に係る本件特許は，同法３６条４項の規定する要
件を満たしていない特許出願に対してされたものであって，同法１１３条４号に該
当し，取り消されるべきものであるとした。
第３　原告主張の本件決定取消事由
    　本件決定が，本件発明の要旨を登録明細書の特許請求の範囲の記載（上記第
２の２(1)）のとおり認定した点は，本件訂正審決の確定により本件明細書の特許請
求の範囲の記載が上記第２の２(2)のとおり訂正されたため，誤りに帰したことにな
るから，本件決定は，本件発明の要旨の認定を誤った違法があり，取り消されるべ
きである。
第４　被告の主張



    　本件訂正審決の確定により本件明細書の特許請求の範囲の記載が上記のとお
り訂正されたことは認める。
第５　当裁判所の判断
　　　本件訂正審決の確定により，本件明細書の特許請求の範囲の記載が上記第２
の２(2)のとおり訂正されたことは当事者間に争いがなく，この訂正によって特許請
求の範囲が減縮されたことは明らかである。
　　　そうすると，本件決定が，本件発明の要旨を本件訂正に係る本件明細書の特
許請求の範囲の記載（上記第２の２(1)）のとおり認定したことは，結果的に誤りで
あったことに帰し，これが本件決定の結論に影響を及ぼすことは明らかであるか
ら，本件決定は，瑕疵があるものとして取消しを免れない。
    　よって，原告の請求は理由があるから認容することとし，主文のとおり判決
する。

　　　　　東京高等裁判所第１３民事部

　　　　　　　　　裁判長裁判官    　篠　　原　　勝　　美

                　　　　裁判官    　岡　　本　　　　　岳

                　　　　裁判官   　 早　　田　　尚　　貴


